
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

 

Ⅰ 現状 

（１） 地域の災害リスク 

① 地域の概要・立地 

大仙市は、県南の内陸部に位置し、東は仙北市や岩手県と、南は横手市・美郷町と、西は秋

田市・由利本荘市と、北は秋田市・仙北市と、それぞれ接している。古くから県南の交通の要

衝であり、現在でも秋田新幹線や秋田自動車道等陸路・鉄路の結節点として拠点機能の強化が

進んでいるため、県内の八地方の一つである仙北地方の中心として国や県のさまざまな機関が

設置されている。また、秋田自動車道が整備されたことで秋田空港へのアクセスも良く、秋田

新幹線と併せて首都圏の一日行動圏に入る。加えて多彩な交流が可能となる他、被災した場合

は全国の応援部隊等が展開することも可能な立地となっている。 

平成１７年３月に８市町村（旧大曲市、旧神岡町、旧西仙北町、旧中仙町、旧協和町、旧南

外村、旧仙北町、旧太田町）が合併し、現在の市域となった。 

大仙市商工会は、平成２０年４月に旧西仙協和商工会、旧中仙町商工会、旧太田町商工会、

旧神岡南外商工会、旧仙北町商工会の 5 商工会が合併して設立され、管轄する地区は旧大曲市

を除いた旧７町村となっている。※大曲地域は大曲商工会議所の管轄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候は、寒暖の差が大きく気温の年較差、日較差が大きい顕著な大陸性気候で、大仙市全域

が豪雪地帯であり、協和地域は特別豪雪地帯に指定されている。 

地形は、市の南部から北西部へと一級河川の雄物川が流れる。また、雄物川の支流で一級河

川の玉川は、市の北部から中央部まで流れ、神岡地域の神宮寺岳付近で合流する。 

市中央部および東部の平野では、真昼山地を水源とする斉内川や川口川、丸子川などの河川

が流れ、斉内川は中仙地域の長野地区で玉川へ、川口川は仙北地域の堀見内地区で丸子川に合

流した後、雄物川へ、それぞれ合流する。 

市南部大曲地域の角間川地区では、横手市から流れる横手川が雄物川と合流。楢岡川は南外

地域を流れ、同地域南楢岡付近で雄物川と合流する。 

市北西部の丘陵地帯では、心像川や土買川などが西仙北地域の土川地区を流れ、同地域刈和

野地区で雄物川と合流。荒川は協和地域上淀川地区で淀川に合流し、秋田市雄和との境界で雄

物川と合流する。 

 

協和地域 

西仙北地域 

神岡地域 

南外地域 

太田地域 

中仙地域 

仙北地域 

※大曲地域 



 

 

② 想定される地域の災害リスク 

  （洪水：ハザードマップ） 

 当市のハザードマップによると、当会が管轄する全地域に３ｍを超える浸水が想定される箇

所がある。特に雄物川流域の西仙北地区、協和地区、神岡地区、仙北地区の河川付近では５ｍ

を超える浸水想定区域があることから被害が広範囲に及ぶ可能性が高い。また、国土交通省東

北地方整備局湯沢河川国道事務所が作成した雄物川水系洪水浸水想定区域図によると、これら

の地区での浸水継続時間は３日間以上、最大で２週間継続する箇所もあると予想され、広範囲

で長期的な被害に対する懸念を示している。 

 

  （土砂災害：ハザードマップ） 

当市のハザードマップによると、仙北地区を除く６地区の主に山間部で土砂災害警戒区域や

土砂災害特別警戒区域が指定されている。このうち令和７年８月の大雨により協和地域の船岡

地区において、土砂災害警戒区域の４１世帯６６人に警戒レベル 4（避難指示）が発令された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震：J-SHIS） 

地震ハザードステーションの地震ハザードカルテによると、震度６弱以上の地震が今後３０

年間で発生する確率は、当会の中仙地区で１５．４％と高く予測されている他、神岡地区では

１３．１％、西仙北地区８．６％、仙北地区４．１％、太田地区３．４％、南外地区１．３％、

協和地区１．２％とそれぞれ予測されている。 

 



 

（感染症） 

新型インフルエンザは、季節性インフルエンザとは異なり多くの人が免疫を持たないため、

感染が急速に広がる性質を持つことから、大規模流行（パンデミック）を引き起こす可能性が

高い。さらに、感染者は重症化しやすい可能性が指摘されることから当市の経済活動において

も大きな影響が及ぼされる災害と認められる。 

 

（その他） 

近年ツキノワグマの市街地出没・人身被害が多発して

おり、当市も県と連携して強力な対策を行っている。令

和７年には６件の人身被害が発生した他、クマの目撃件

数も１,０２７件にのぼり、市街地・学校周辺・農地・住

宅敷地内にまで拡大、冬眠期（12月～1月）に入っても

出没が続発している。これは過去に例を見ない水準で、

秋田県全体の中でも突出した件数となっている。 

 

（２） 商工業者の状況 （令和７年４月１日現在：当会商工業者名簿による） 

・商工業者等数   １,５９６人 

・小規模事業者数  １,４６１人 

 
【内 訳】 

業   種 商工業者数 小規模事業者数 備考（事業所の立地状況等） 

製 造 業    １９２    １５２ 地区内各地に点在 

建 設 業    ４０３    ３８４ 地区内各地に点在 

卸・小売業    ３６８    ３３２ 
地区内に広く分布、商業集積地の一部が浸

水想定区域に立地している 

サービス業    ６０４    ５６５ 
地区内に広く分布、商業集積地の一部が浸

水想定区域に立地している 

そ の 他     ２９     ２８ 地区内各地に点在 

合   計 １,５９６ １,４６１  

 

（３） これまでの取組 

１）当市の取組 

① 防災計画の策定 

〔防災計画の策定〕 

平成１９年２月、大仙市防災会議は災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条

及び大仙市防災会議条例（平成１７年条例３３１号）に基づき「大仙市地域防災計画」を策定

（令和６年１１月に改正）。この計画は、市の地域における大規模災害に対処するため、予防対

策、応急対策及び復旧・復興対策について、秋田県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定

地方公共機関等（以下「防災関係機関」という）を含めた総合的かつ計画的な防災対策を定め、

市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに被害を軽減し、市民の誰もが安全で安

心して暮らせる災害に強いまちづくりの推進に資することを目的として策定された。 

 

 

 

 

 



② 防災に関する情報の提供 

・大仙市防災ハザードマップの公開 

 秋田県より発表された、新たな「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」をもとに、「ハ

ザードマップ」の見直しを行い、令和４年４月号の市広報紙に併せて各家庭にハザードマッ

プを配布し、WEB版ハザードマップも公開した。リーフレット版のハザードマップは、市民

課、総合防災課または各支所市民サービス課にて配布している。 

・防災ネットだいせん（登録制） 

大仙市独自のメールシステム。雪下ろし注意情報、クマの目撃情報、気象警報などを配信。 

・Yahoo!防災速報 

避難所の開設情報や注意喚起を配信（大仙市公式 LINEとも連動） 

・大仙市公式 LINE 

避難所開設情報などをマップ上で表示。 

・X（旧 Twitter） 

大仙市広報広聴課「@Daisencity_pr」で最新情報を発信 

 

③ 防災訓練の実施 

市では、地震を想定した「シェイクアウト訓練（ま

ず低く、頭を守り、動かない）」や、水害を想定した

「雄物川総合水防演習（避難訓練、救助訓練、ライ

フライン復旧訓練）」など地域住民と連携した多様

な防災訓練を実施しており、市 HP や広報誌での情

報発信のほか「防災ネットだいせん」での事前登録・

訓練報告も行われている。また、災害に強いまちづ

くりを目指し、自主防災組織の結成を推進、「自分た

ちのまちは自分たちで守ろう」という精神のもと、

自治会等の単位で結成される自主防災組織に対し

て補助金やヘルメット他防災備品を支給し実践的

な防災力向上を目指している。 

 

④ 防災備品の備蓄 

市では災害時に備え、秋田県地域防災計画における県と市町村の共同備蓄目標を基に「避難

者１,３２０人×３日分」の食料や生活必需品などを市内の備蓄倉庫や指定避難所などに備蓄

している。備蓄品目は「主要備蓄品配置表」にまとめ、各地区の避難所ごとに備蓄している品

目と数量を公開している。 

 

２）当会の取組 

当会では、事務所統合に伴い令和８年１月に「大仙市商工会事業継続計画（ＢＣＰ）」を再

策定し、災害等危機管理時における情報の収集、伝達及び報告並びに本会事務局機能の維持に

関し、被害を最小限にとどめ、県連、当会及び行政機関等との連携体制を構築するなど、迅速

かつ円滑な危機管理体制を行うために必要な事項を定めた。 

また、事業者に対しては、以下のとおり有事における被害を最小限に、復旧を速やかに行え

るようＢＣＰ策定に関する支援や補助金申請の支援等について取り組んでいる。 

① 事業者ＢＣＰに関する国県等の施策の周知 

小規模事業者の災害発生リスクに対する備えの必要性について周知を図るため、国の中小

企業向けＢＣＰ策定関連の小冊子やリーフレット等が発行される都度、巡回訪問等による配

付など周知活動を行っている他、当会ホームページや公式ＬＩＮＥで関連コンテンツの紹介

やＢＣＰ関連補助金の紹介なども行っている。 

 



〔活用ツールの一例〕 

    ・中小企業ＢＣＰの策定促進に向けて～中小企業が緊急事態を生き抜くために～ 

     （中小企業庁発行：広報冊子） 

    ・ＢＣＰ策定のためのヒント～中小企業が緊急事態を 

生き抜くために～（中小企業庁：コンテンツ） 

    ・災害対応事例からみるポイント～中小企業が緊急 

事態を生き抜くために～（中小企業庁：コンテンツ） 

    ・中小企業ＢＣＰに関する Q&A集～儲かる BCPにするため 

のお悩み解決集～（中小企業庁：コンテンツ） 

    ・事業継続力強化計画パンフレット 

     （中小企業庁発行：広報冊子） 

    ・事業継続力強化計画×保険パンフレット 

     （中小企業庁発行：広報冊子） 

    ・簡易ＢＣＰシート 

     （秋田県商工会連合会作成） 

 

② 事業者ＢＣＰ策定セミナーの開催 

当会では事業者向け集団セミナーの他に、個別にＢＣＰを策定するための相談会を開催。事

業者のより実情に合わせた内容の計画を、各分野の専門家の意見を取り入れながら策定するこ

とが出来るなど、実効性の高い計画書作成のための支援を行ってきた。 

さらにこうした支援を担当する職員向けに、計画書作成スキルを高めるためのセミナーなど

も行っている。 

 

③ 損害保険への加入促進 

小規模事業者に対する火災や地震などによる財産のリスクをはじめ、経営、休業、自動車、

労災事故、賠償責任など６つのリスクに備える１６種の損害保険等について「リスク管理チェ

ックシート」を用いて提案し、全国商工会連合会、秋田県商工会連合会、秋田県火災共済協同

組合等と連携した普及・加入促進を行っている。 

 

④ 防災備蓄品  

災害時における当会の備蓄品を次のとおり整備する。 

区分 準備物 

持ち出し袋 

（消耗品・食料

関係） 

作業用ゴム手袋 30 軍手 40 電池各種 2 箱 

救急セット 2 事務用品一式 2 ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ 10 

ﾃｨｯｼｭ 20 ｶｲﾛ 60 ﾏｯﾁ・ﾗｲﾀｰ 10 

簡易食器類 60 防虫ｽﾌﾟﾚｰ 4 ﾏｽｸ 200 

懐中電灯 6 手動充電式ﾗｲﾄ 6 手動充電式ﾗｼﾞｵ 6 

手動式携帯電話充電器10 雨具 30  

保存食(3 日分) 飲料水(3 日分)  

その他備品関係 ﾍﾙﾒｯﾄ 30 非常用簡易ﾄｲﾚ 20 ｶｾｯﾄｺﾝﾛ 6 

反射式ストーブ 6 携行缶(ｶﾞｿﾘﾝ・灯油)4 発電機(ｶﾞｽｲﾌﾟ)2 

ＰＣ4 自転車 4  

 

 

 

 

 

 



 

⑤ 防災訓練への参加 

令和７年度、当会はこれまでの１本部７支所体制を再編し、本部の他２つの支援拠点に事務

所を統合して業務を行っている。このため、それぞれが行ってきた防災訓練への独自の取り組

みについても、新たに策定した「大仙市商工会事業継続計画（ＢＣＰ）」により実施すること

としている。 

また、市が主催する防災訓練への参加については、「大仙市シェイクアウト訓練～命を守る

1分間の防災行動訓練～」（大地震が発生したという想定で、あらかじめ決めた時刻に一斉に、

参加者の皆さんが「1.まず低く」、「2.頭を守り」、「3.動かない」の安全行動をとり、各家庭や

会社等で、いざというときの安全行動を確認するなど短い時間でできる訓練）に参加してい

る。 

 

Ⅱ 課題 

 

① 小規模事業者のＢＣＰ策定率が低い 

大仙市商工会管内では、事業者の約 9 割が小規模事業者である一方で、事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定していない事業者が大多数を占めている。防災・減災対策については「売上確保」

「人手不足対応」と比べて優先度が低いと捉えられている現状が見受けられる。このため、事

業継続力強化の必要性が十分に浸透していないことが根本的な課題となっている。 

 

② 水害・土砂災害リスクの高さに対する認識不足 

大仙市は、地域特性として、雄物川流域を中心に３m 以上の浸水想定区域が広範囲に指定さ

れている。さらに一部市街地では５m 超の浸水想定区域があることに加え、中山間地域につい

ては地すべり、土石流危険箇所が多数存在するなど高い災害リスクを抱えている。 

しかし、自社の立地リスクを正確に把握していない事業者や、ハザードマップを事業継続に

結び付けられていない事業者が多く、災害リスク認識と具体的な行動が結びついていない状況

にある。 

 

③ ＢＣＰ策定支援が周知を主とした内容にとどまっている 

商工会の取組として、リーフレットの配布や関係機関主催セミナーの周知については行って

いるが、商工会主催の体系的なＢＣＰ策定講座が少なく、個社ごとの伴走型支援が十分に行き

渡っているとは言えない。結果として、「制度は知っているが、実際に計画を作れない」事業者

が多い状況となっている。 

 

④ 高齢化・人手不足による実効性確保の難しさ 

管内事業者では、経営者や従業員の高齢化に加え、代替要員の確保が困難であることなどの

理由から、日常業務で手一杯といった現状となっている。ＢＣＰは一度策定すれば終わりとい

うものではなく、策定後の進捗確認や実災害を想定した検証、定期的な見直しなどを行い、ブ

ラッシュアップを図ることが重要である。 

 

⑤ 感染症や複合災害、新たな災害への迅速な対応 

新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、自然災害に加え感染症等の健康危機が、事業継

続に重大な影響を及ぼすリスクであることが顕在化された。 

しかしながら、管内小規模事業者の多くは、感染症対応を含めた事業継続計画の整備が十分

に進んでおらず、自然災害と感染症が同時に発生する複合災害や、人手不足下での事業継続を

想定した備えが不十分な状況にある。 

また、近年は気候変動の影響による集中豪雨の頻発や激甚化、従来想定されてこなかった形

態の災害や危機事象の発生が懸念されていることから、これまでの災害想定のみでは事業継続



力を十分に確保することが難しくなっている。 

そのため、災害種別ごとの個別対応にとどまらず、自然災害や感染症、さらには複合災害な

ど新たな災害リスクを横断的に捉えた事業継続の考え方を事業者へ普及させる必要がある。一

方で、こうした対応は計画策定の難易度を高める要因ともなり、結果として取組が進まなくな

る恐れがある点が懸念される。 

 

 

Ⅲ 目標 

 

地域内の小規模事業者が自然災害や感染症などのリスクに備え、防災・減災意識を向上させ

ことで事業を継続する力を高められるように、また、有事の際には早期に復旧を実現するため

の支援を、大仙市地域防災計画に基づき、当会と当市はこれまで以上に連携を強化して取組ん

でいく。 

 

① 地区内小規模事業者に対するＢＣＰ策定支援の強化 

災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知するとともに、各分野の専門家や損保会社

等との連携による個別支援体制を構築し、小規模事業者のＢＣＰ策定支援を強化する。 

 

② 被害の把握・報告ルートの確立 

発災時における連絡体制を円滑に行うため、当会と当市との間における被害情報報告ルート

を構築し速やかに状況が把握できるよう体制を確立する。 

 

③ 速やかな応急・復興支援策を行うための連携体制の確立 

発災後の応急対策や復興支援策とともに、新型インフルエンザ等感染症発生時に速やかな対

応が図れるよう、組織内における体制の整備と、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

 

※その他 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに秋田県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

   当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

  ＜１．事前の対策＞ 

 大仙市地域防災計画に基づき、本計画との整合性を整理し、発災時に混乱なく応急対策等に

取組めるようにする。 

 

１）小規模事業者に対する災害等リスクの周知 

地震・水害・台風他自然災害の地域特性に応じた災害リスクを分かりやすく整理し、事業停

止が経営に及ぼす影響を示すことで、事前対策の必要性について理解促進を図る。併せて、事

業継続力強化計画（ＢＣＰ）の活用方法や、災害時における初動対応、連絡体制、重要業務の

継続手法等について情報提供を行う。 

周知にあたっては、商工会報、ホームページ、公式ＬＩＮＥなどの広報媒体を活用するとと

もに、窓口相談や巡回指導、講習会を通じて、個々の小規模事業者の実情に即した丁寧な説明

を行う。 

これらの取組により、小規模事業者の防災・減災意識の向上および事業継続に向けた行動変

容を促し、事業継続力強化計画（ＢＣＰ）の策定や事業継続力強化計画認定の取得へとつなげ

る。 

 

２）商工会自身の事業継続計画の作成 

 当会は、令和８年事業継続計画を作成（別添）し、これまでの１本部７支所体制（所在地とし

ては７か所）から、１本部２拠点（所在地としては２か所）へと事務所を統合した内容に改正し

た。 

 

３）関係団体等との連携 

本事業の実施にあたっては、当会が中心となり、自治体、金融機関、防災関係機関、専門家

他の関係団体と連携し、小規模事業者の事業継続力強化に向けた支援体制を構築する。 

具体的な内容としては、市と連携し、地域の災害特性や過去の被災状況に関する情報を共有

するとともに、防災施策との連動を図る。また、金融機関と連携し、事業継続力強化計画認定

制度の周知や認定取得による金融上のメリットについて情報発信を行い、事業者の取組意欲向

上を促進する。 

さらに、中小企業診断士や、損害保険会社などと連携した専門家派遣やセミナーを通じて、

事業内容や規模に応じた実効性の高い事業継続対策の支援を行う。 

これら関係団体との連携により、支援の専門性および実効性を高め、地域全体における事業

継続力の底上げと災害時における地域経済の早期回復を図る。 

 

４）フォローアップ 

事業継続計画の作成後は、計画変更や追加項目の確認などを行いながらブラッシュアップを

図り、防災意識が低下しなうよう随時フォローアップを行うことが肝要となる。 

 当会としても、こうして変更された個社の計画書をデータベースに保存し、実効性が高く効

果が期待できるものについては事例として活用するなど、域内小規模事業者全体の底上げにつ

なげる。 

 



 

５）当該計画に係る訓練の実施 

市が実施する災害発生を想定した防災訓練等には積極的に関与・参画し、策定した事業継続

力強化支援事業の実施体制による対応が効果的に運用されているか検証する。また、検証の結

果支障等が認められた場合には随時見直しと変更を行う。 

 

  ＜２．発災後の対策＞ 

自然災害等による発災時には、人命救助を第一優先とし、「大仙市商工会事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）４ 危機発生時による対応（情報の収集、伝達及び報告等）」の手順に従い地区内の被害状

況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

１） 急対策の実施可否の確認 

① 発災後の職員の安否確認と被害状況の共有 

「大仙市商工会事業継続計画（ＢＣＰ）（２）災害発生時における対応手順」により、運用

しているグループＬＩＮＥやＳＭＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否を共有するとと

もに、大まかな被害状況に関する情報（家屋被害や道路状況等）等を当会と当市で共有する。 

 

〔初動時の留意点〕 

（ア） 職員は、災害発生後２時間以内に「商工会災害システム」または 別紙１「大仙市商工

会緊急連絡先一覧表」によって自らの安否・被災等に関する情報を速やかに報告（連絡がない

場合は所属長等から確認する）する。 

（イ） 大仙市商工会は、「商工会災害システム」または別紙１により役職員及び会員企業の安

否被災等に関する情報を収集する。 

（ウ） 大仙市商工会は、収集した情報を速やかに秋田県商工会連合会事業振興部担当あてに

報告する。 

報告は、次のとおり２段階で行う。 

▽第１次報告（被災後２日以内） 

・手段：商工会災害システム 

・報告内容：安否状況、被災の有無、状況（画像にて）等を同システムから CSVデータを抽出

し、報告する。 

・頻度：１日１回（計２回） 

▽第２次報告被災後３日から１ヶ月後 

・手段：様式「被害状況報告書」 

・報告内容：直接被害に加え２次被害も含めて、被害の概要、被害金額を報告する。 

・頻度：毎週１回（毎週末に報告） 

（エ） 大仙市商工会は、会員企業より安否・被災等に関する情報の報告を受けた場合は、県

連並びに関係機関との連携の下、必要な対策を講ずる。 

 

２）応急対策の方針決定 

① 当会と当市の間で被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

（地震・豪雨など突発的災害における例） 

職員自身の判断で命の危険を感じる突発的災害状況の場合は、出勤を見合わせ、職員自身の安

全を確保し、状況に応じて出勤する。 

 

② 職員全員が被災等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

 

③ 大まかな被害状況を確認し、３日以内に情報共有を図る。 

 



 

（想定される危機のランク） 
危機のランク 危機の内容 

Ａ ≪事務局機能が不能になると想定される≫ 

■震度５強以上の地震が発生、または発生する恐れがある時 

■地震による大津波が発生、または発生する恐れがある時 

■大規模火災が発生した時 

■台風を原因とする災害が発生、または発生する恐れがある時 

■大雨による災害が発生、または発生する恐れがある時 

■その他、甚大な被害が発生、または発生する恐れがある時 

■新型インフルエンザ等が発生、または発生する恐れがある時 

Ｂ ≪事務局機能の大幅低下が想定される≫ 

■震度５ 弱の地震が発生した時 

■洪水・津波・噴火・火災が発生、または発生する恐れがある時 

■その他、域内に被害が発生、または発生する恐れがある時 

■気象庁から各種警報が発令された時 

Ｃ ≪事務局機能の軽微な低下が想定される≫ 

■震度４ の地震が発生した時 

■地震の伴う津波等が発生する恐れがある時 

■気象庁から注意報（※）が発令された時 

■商工会の近隣において停電、火災が発生した時 

 

 

  ＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

① 自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑

に行うことができる仕組みを構築する。 

 

② 二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて定める。 

 

③ 当会と当市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法に   

ついて、あらかじめ確認しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部支援拠点 東部支援拠点

東北経済産業局

大仙市

小規模事業者

秋田県

秋田県商工会連合会

大仙市商工会 本部



 

  ＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

① 相談窓口の開設方法について市と相談し、安全性が確認された場所において、相談窓口を設

置する（国の依頼を受けた場合は、特別相談窓口を設置する） 

 

② 地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

 

③ 応急時に有効な被災事業者施策（国や秋田県、大仙市等の施策）について、地区内小規模事

業者等へ周知する。 

 

④ 感染症発生時には、事業活動に影響を受けている、またはその恐れがある小規模事業者を対

象とした支援策の実施や相談窓口の開設等を行う。 

 

  ＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

①  秋田県の方針に従い、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

 

② 被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣

等を秋田県等に相談する。 

 

※ その他 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに秋田県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和８年１月現在） 

 

（１） 実施体制（商工会の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事業継続力強化

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関

与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２） 商工会による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員による情

報の提供及び助言に係る実施体制 

 

① 当該経営指導員の氏名、連絡先 

 経営指導員 門脇 裕彰 （連絡先は後述（３）①参照） 

 経営指導員 佐藤  洋 （     〃      ） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

①商工会 

 大仙市商工会 本部 

 〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字蓮沼２１番地の１９ 

 TEL 0187-73-6270  FAX 0187-73-6361 

  E-mail:daisen@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

 大仙市役所 経済産業部 商工業・若者チャレンジ振興課 

 〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町１－１ 

 TEL 0187-63-1111  FAX 0187-63-1119 

  E-mail: shoko@city.daisen.lg.jp 

 

※ その他 

   上記内容に変更が生じた場合は、速やかに秋田県へ報告する。 

 

大仙市商工会（本部）
法定経営指導員

大仙市商工会
事務局長

大仙市　経済産業部
商工業・若者チャレンジ

振興課長

大仙市　経済産業部
商工業・若者チャレンジ

振興課

大仙市　総務部
総合防災課

連携

連絡調整 連携

確認



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

① 必要な資金の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資金の調達方法 

会費収入、大仙市補助金、秋田県補助金、各種手数料、事業収入等 

 

 

 

事　業　名 金　　額

専門家謝金  @27,500円×2H×1回 55,000

専門家旅費  往復10,000円×1回 10,000

講師謝金  @27,500円×2H×1回 55,000

講師旅費  往復10,000円×1回 10,000

会員分通知代　定型郵便@110×1,050通 115,500

フラフ作成代　@12,000×1枚 11,000

商工業者　@2.8×1,600枚（両面カラー） 4,480

会員分通知代　定型郵便@110×1050通 115,500

合　　計 376,480

１年目 330,000

専門家派遣2回（130,000円）

セミナー開催1回（191,500円）

チラシ作成1回（4,480円）

その他（4,020円）

２年目 400,000

専門家派遣3回（195,000円）

セミナー開催1回（191,500円）

チラシ作成1回（4,480円）

その他（9,020円）

３年目 400,000

専門家派遣3回（195,000円）

セミナー開催1回（191,500円）

チラシ作成1回（4,480円）

その他（9,020円）

４年目 530,000

専門家派遣5回（325,000円）

セミナー開催1回（191,500円）

チラシ作成1回（4,480円）

その他（9,020円）

５年目 530,000

専門家派遣5回（325,000円）

セミナー開催1回（191,500円）

チラシ作成1回（4,480円）

その他（9,020円）

試　算　内　訳

専門家派遣費

セミナー開催費

チラシ作製費

65,000

191,500

119,980



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


